
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

・現在３圏域で実施している精神科救急医療体制の４圏域化を目指すとともに、身体合併症を有する救急患者への適切な医療が提供で

きる地域ごとの連携体制を確保する。

・精神科救急情報センターの相談窓口が24時間開設されていることを更に周知するとともに、診療所の休日夜間の連絡先を登録し、精神

科救急情報センターと診療所の連携体制を確保する。

目標に対

する成果

の状況

・休日夜間において緊急に精神科診療や相談を必要とする者に対し、医療及び相談対応を行った。

　（平成24年度精神科救急診療件数781件、精神医療相談件数372件）

 概算事業費（B（A）+C） 53,674 74,762 81,180 97,588

2,477 2,477 2,477

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

概　算

人件費

0.30 0.30 0.30 0.30

2,495

51,179 72,285 78,703

Aの

財源

32,866 52,212 47,095 47,555

32,868 52,214 47,096 47,556

予

算

額

前年度繰越

当初予算 65,734

補正予算

104,426 94,191

104,426 94,191 95,111

合計（A) 65,734 95,111

２　精神科救急情報センター

　　整備事業

委託

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24 H25

（当初） （決算） （当初）

１　精神科救急医療確保事業

補助金・

交付金

東北信・中信・南信の圏域ごとに、救急当番表により

365日、休日・夜間における精神科救急医療体制を確

保した。

66,106 61,628 67,018

精神科救急情報センターにおいて、24時間体制で精

神医療相談を実施した。

28,085

県が関与

する理由

■法令等義務 □内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿

現状

課・室 健康長寿課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  ４-3-3　健康づくり・医療充実プロジェクト E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり

○３圏域ごとに輪番病院を指定し、365日、休日・夜間における精神科救急医療体制を整備する。

○精神科救急情報センターにおいて２４時間精神医療相談を実施する。

・常に精神障害者の病状の急変に対応し、県民が安心して暮らせる医療体制を確保する。

・３圏域で整備している精神科救急医療体制を４圏域化する。

・３圏域ごとに輪番病院を指定し、365日、休日・夜間における精神科救急医療体制を整備

・精神科救急情報センターにおいて２４時間精神医療相談を実施

成果目標の達成状況

項目

事業番号 04 07 16 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 精神科救急医療整備事業精神科救急医療整備事業精神科救急医療整備事業精神科救急医療整備事業
担

当

課

部局 健康福祉部

５　疾病対策の推進 実施期間 H9 ～

17,075 28,093

合計 94,191 78,703 95,111

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況


